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町 民 の 皆 様 へ 

 

 本町では、平成 17 年 3 月に「五霞町行政改革運営プラン（集中改革プラン）」を策定し、国の指

針に基づいた行政改革を推進してまいりました。 

 その間の主な取組としましては「組織機能の改革」、「職員数の削減」、「給与改革」、「事務事業の

見直し」、「協働の推進」等を行い、結果、一定の成果を得られたものと評価しております。 

  

しかし、本町を含めた地方公共団体を取り巻く状況は依然として厳しく、人口減尐、尐子高齢化

の急速な進展に加え住民の行政ニーズも複雑多様化してきております。 

 また、財政的には経済・雇用情勢の悪化に伴い町税の減収、また、それを補うための地方交付税

も国税の減収により大幅な増額が望めない状況にあります。 

  

 本町は、利根川・江戸川・中川など河川に囲まれた地理的な条件のため、上下水道の整備等を県

や他の公共団体と施行することが困難であったことから、町独自で整備を進め、その結果、高い社

会基盤の整備率を確保いたしました。また、児童・生徒の安全確保を優先的に考え小中学校の耐震

化対策にもいち早く取り組み、平成 16 年度までにすべての小中学校の耐震化工事を完了いたしま

した。このように、本町は社会資本の整備を積極的に行い町民の生活環境の向上に努めてまいりま

した。 

  

 今後も、社会情勢を的確に捉え、必要な行政サービスを提供し、活力のあるまちづくりを推進し

て行くためには、安定的な財政基盤の確立が必要不可欠となります。 

そのため、本町では公債費負担適正化計画に掲げた取り組みを確実に実行できるよう先の行政改

革運営プランの成果を継承するとともに、新たに第２次五霞町行政改革運営プランを策定しました。 

 

 今回、策定いたしました第２次五霞町行政改革運営プランをもとに町民の皆様、事業所の皆様と

行政との新たな関係を構築し、安定的な財政基盤のもと第 5 次五霞町総合計画に掲げる将来像「人

がきらめき だれもが安心安全に暮らせるまち 五霞」の実現を目指してまいります。 

 

 

 

平成 22 年１２月  五霞町長 染谷 森雄 
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現在の町財政状況 

 経済・雇用情勢の悪化による町税の落ち込みや地方交付税の削減のため、町の一般財源（町税・地方交付

税等）は、この 5 年間の累積で約６億４千万円減尐しております。この間、町では投資的経費の大幅な抑制

と行財政改革の着実な実行による歳出削減、自主財源の確保を行い、基金の取り崩しを最小限に抑えてきま

した。しかし、上下水道整備や小中学校の耐震化工事等社会資本の整備による地方債償還の本格化や高齢化

の進展等に伴う社会保障費の増大、各公共施設の改修・修繕等に要する経費の増加など財政構造の硬直状態

が続いております。平成 21 年度決算における実質公債費比率＊は 18.7%、将来負担比率＊は 125.1%と高い

水準に達することから、平成 20 年度・21 年度には公債費繰上償還を行うなど財政の健全化に努めておりま

す。 

 このような財政状況の中、町では「歳入に見合った歳出」を予算編成の基本とし、更なる財政健全化とと

もに町の活性化に資する施策を進める一方、徹底した事業の見直しによる歳出の大胆な削減に努めるととも

に、歳入ではあらゆる財源確保策を講じ、安定的で持続可能な行政運営の確立が必要とされています。 

 

＊実質公債費比率は、公債費による財政負担の程度を示すもの。従来の「起債制限比率」に反映されていなかった公

営企業（特別会計を含む）の公債費への一般会計繰出金、一部事務組合の公債費への負担金、債務負担行為に基づく

支出のうち公債費に準ずるもの等の公債費類似経費を算入している。 

 実質公債費比率１８％以上…引き続き地方債の発行に県知事の許可が必要 

    〃    ２５％以上…一般事業等の起債が制限 

＊将来負担比率は、一般会計等が将来的に負担すべき実質的な負債額の標準財政規模に対する割合が将来負担比率で

す。負債額が標準財政規模の何年分かがわかります 

  将来負担比率３５０％以上…早期健全化計画の策定が必要 

 

【歳入・歳出の推移（一般会計）】 

   

   ＊平成 21年度は国の経済対策の影響もあり決算額が増加に転じた。 
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【歳入財源構成比の推移（一般会計）】 

   

【地方交付税の推移（一般会計）】 

   

 

 

 

 

【地方債残高の推移（全会計）】 
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【基金残高の推移】 
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基本方針 

 平成 22 年度よりスタートした第 5 次五霞町総合計画に掲げる将来像「 人がきらめき だれもが安心安

全に暮らせるまち 五霞 」の実現を目指すためには、更なる行政改革を町民、事業所、行政が一体となり

進めなければなりません。そのため町では、新たに第２次五霞町行政改革運営プランを定め安定的で持続可

能なまちづくりを進めてまいります。 

  

  【基本目標】 

「確実なる行財政改革の実行 ～ともに進める新たな行政運営～」 

 

町では、基本目標を達成するため次の３つを基本方針として行財政改革を進めます。 

 

１． 住民・事業所・行政による協働の推進 

   地域や社会における問題が多様化・複雑化するなかで、住みよい地域をつくるには行政主導型の取り

組みだけでは十分な対応ができない状況になっております。これからは、町民・事業所・行政が互いに

情報の共有化を図り、それぞれの特徴や能力に応じた役割分担のもと補完性の原則（自助・共助・公助）

に基づくまちづくりの推進を進めてまいります。 

 

２．健全な財政運営の推進 

   地方分権・地域主権のもとでの地方自治体は「自己決定・自己責任」により行財政運営を行っていか

なくてはなりません。そのためには安定的で自立的な財政基盤の確立が必要となります。 

町では社会資本整備に投じた費用に対する公債費（元利償還金）負担割合が軽減するまでの間、徹底

した経費の節減・合理化と歳入財源の確保を最優先の課題とし、公債費負担適正化計画に基づいた財政

運営を図ります。 

 

３． 地域主権に対応できる組織運営 

地方分権・地域主権の進展に伴い国・県からの権限や事務の移譲及び多様化・複雑化する行政需要に

対し、限られた人的資源で対応していくために簡素で効率的な組織作りを前回のプランに引き続き進め

ます。 

また、住民にとって真に必要な行政サービスを提供するために、限られた人的・物的資源で最大の効

果が生み出せるよう職員資質の向上を図ります。 
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主な取り組み事項 

 

 第 2次五霞町行政改革運営プランの推進にあたっては、前回のプランの成果を活かしながら、公債費負担

適正化計画に掲げる項目を推進し、基本方針に基づき以下の取り組みを行います。 

 

 

【住民・事業所・行政との役割分担による協働の推進】 

 ○協働の体制づくり 

   協働に対する体制の整備を行い、町民・事業所・行政との役割分担の明確化を図り、町民・事業所の

まちづくりへの参加を進めます。 

  実施項目 

・行政情報の積極的な発信及び住民等との意見交換会の開催 

   ・協働の促進に向けた環境整備 

   ・町民の行政への参画機会の提供 

  

 ○協働及び参加の推進 

   より多くの町民・事業所の皆さんにこれからのまちづくりへの参加を促すため、行政区・地域コミュ

ニティ団体・ボランティア団体など、まちづくりを行う団体に対し積極的な支援を行うとともに、コミ

ュニティ活動の拠点整備を進めます。 

   実施項目 

    ・まちづくりを行う団体等への支援 

 

 

【健全な財政運営の推進】 

 ○計画的な財政運営 

   中・長期的な財政計画を策定し、公債費負担適正化計画に基づく財政運営の健全化を進めるとともに、

町有財産を明確化するために新公会計制度の整備や公営企業及び特別会計の健全化もあわせて進めま

す。 

  実施項目 

   ・財政運営の健全化（一般会計） 

   ・財政運営の健全化（公営企業会計・特別会計） 

  

 ○事務事業の総点検と見直し 

   行政評価（事務事業評価）に基づき事務事業の総点検を行い、事務の効率化とコスト削減、補助金の

整理合理化、公共工事及び業務委託のコスト縮減、公共施設の管理の見直しを進めます。 

   

実施項目 

   ・行政評価の推進 

   ・事務の効率化とコスト削減 
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   ・補助金等の整理・合理化 

   ・公共工事・業務委託等のコストの縮減 

   ・公共施設の管理の見直し 

 

 ○自主財源の確保 

   受益と負担の適正化、公共財産の適正な管理、町税、使用料金等の確保、広告収入の向上を進めます。 

  実施項目 

   ・受益と負担の適正化 

   ・公有財産の適正管理 

   ・町税・使用料金等の確保 

   ・広告収入の向上 

    

 ○民間活力の効果的な運用 

   公共施設に関して施設の利用状況や管理コストを的確に把握したうえで、施設運営のコスト削減、サ

ービスの維持・向上が図られるよう民間活力の導入を進めます。 

  実施項目 

   ・指定管理者制度等民間活力の積極的な活用 

 

【地域主権に対応できる組織運営】 

  ○機能的・効率的な組織体制 

 町民にとって分かりやすく利用しやすいよう機能的・効果的な組織体制の確立を進めます。 

 実施項目 

  ・機能的・効果的な組織体制の確立 

 

○定員管理と給与等の適正水準の維持 

定員管理の適正化に関しては、アウトソーシング、指定管理者制度の導入拡大及び臨時職員の有効活

用を図り縮減に努めます。また、職員等の給与に関しても国・県の制度改革に合わせ適正水準を維持し

ます。 

 

実施項目 

  ・定員管理の適正化 

  ・適正な職員給与体系の維持 

 

○職員の意識改革と人材育成 

地域主権や住民からのニーズに迅速・的確に対応ができるよう職員資質の向上を図るため、人事考課

制度の適切な運用、計画的な人材育成及び自己啓発、職員提案制度の効果的運用を進めます。 

   実施項目 

    ・人事考課制度の適切な運用と充実 

    ・職員の意識改革と人材育成 

    ・職員提案制度の効果的運用 
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取組期間と推進体制 

○取組期間 

第２次五霞町行政改革運営プランは、公債費負担適正化計画に掲げる期間との整合を図るため、平成

22 年度から平成 29 年度の 8 年間とし、実施計画の取組期間を前期（４年間）と後期（４年間）に分け、

随時、見直しを行いながら進めます。 

 

○推進体制 

   町長を本部長とした強力なリーダーシップのもと各課長等で構成する行政改革推進本部会議が中心

となり各種プランを推進します。 

   また、行政改革をより推進するため行政改革推進室を庁内に設置する。 
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第 2 次五霞町行政改革運営プラン 実施計画（前期） 

  

この実施計画は、「第２次五霞町行政改革運営プランの具体的な取り組みを表した計画書です。 

 

○計画期間：平成２２年度から平成２５年度（４年間） 

 

○基本方針 

 Ⅰ町民・事業所・行政による協働の推進 

  Ⅱ健全な財政運営の推進 

  Ⅲ地域主権に対応できる組織運営 

○実施計画における計画の体系 

 

 

町民・事業所・行政による協働の推進    新規欄の※印は、本プランで新たに取り組む内容 

実施体系 
番

号 
実施項目 

新

規 
主な取り組み 

Ⅰ

町

民

・ 

事

業

所

・ 

行

政

に

よ

る

協

働

の

推

進 

(1)協働の体制づく

り 

1 

行政情報の積極的な発信及

び住民等との意見交換会の

開催 

※ 
町で保有する行政情報を積極的に発

信する。 

2 
協働の促進に向けた環境整 

備 
※ 

五霞町における協働の可能性を調

査・分析し、協働に向けた庁内の体制

づくりを行う。 

３ 
町民の行政への参画機会の 

提供 
 

 住民と行政が対等な立場で話し合う

ことのできる場を構築する。 

(2)協働への参加の

推進 

４ 

-1 

-2 

-3 

まちづくりを行う団体等へ

の支援 

 

4-1 

五霞町にあった住民自治や行政区の

あり方を模索する。 

※ 

4-2 

NPO・ボランティア団体等への支援方

法を研究する。 

※ 
4-3 

コミュニティ活動拠点の整備 
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Ⅱ健全な財政運営の推進 

実施体系 
番

号 
実施項目 

新

規 
主な取り組み 

Ⅱ

健

全

な

財

政

運

営

の

推

進 

 

(1)計画的な財政運

営 

５ 

-1 

-2 

-3 

財政運営の健全化 

（一般会計） 

 
5-1 

○中・長期の財政計画の策定 

※ 
5-2 

○公債費負担適正化計画の進行管理 

※ 
5-3 

○公会計制度改革の推進 

6 

-1 

-2 

-3 

財政運営の健全化 

（公営企業・特別会計） 

 

6-1 

○公営企業会計（水道事業）の経営健全

化 

 
6-2 

○特別会計（下水道事業）の経営健全化 

 

6-3 

○特別会計（国保・介護事業等）への繰

出金の抑制 

(2)事務事業の総点

検と見直し 

7 行政評価の推進  ○事務事業評価の実施 

8 事務の効率化とコスト削減  
○事務事業の再編・整理・統廃合とコス

ト削減 

9 補助金等の整理・合理化  
○町から各種団体等へ交付する補助

金・負担金の見直し 

10 
公共工事・業務委託等のコ

ストの縮減 
 

○入札制度・随意契約の見直し及び公共

物の品質の確保 

11 公共施設の管理の見直し  
○施設のあり方の検討と施設管理コス

トの節減 

(3)自主財源の確保 

12 受益と負担の適正化  ○受益者負担金・手数料等の見直し 

13 公有財産の適正管理  
○公有財産の適正管理の推進と未利用

公有財産の貸付・売却の推進 

14 町税・使用料金等の確保  ○町税・使用料金等収納体制の強化 

15 広告収入の向上  ○有料広告掲載の推進 

(4)民間活力の効果

的な活用 
16 

指定管理者制度等民間活力 

の積極的な活用 
 

○指定管理者制度の導入及びアウトソ

ーシングの活用拡大 
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Ⅲ地域主権に対応できる組織運営 

実施体系 
番

号 
実施項目 

新

規 
主な取り組み 

Ⅲ

地

域

主

権

に

対

応

で

き

る

組

織

運

営 

(1)機能的・効率的な組

織体制 

17 

-1 

-2 

-3 

-4 

機能的・効果的な組織体制の

確立 

 

17-1 

○組織再編成の検討と組織の横断的な

対応の強化 

 

17-2 

○グループの再編統合、担当制への移

行検討 

※ 

17-3・4 

○ワンストップサービスの充実 

・出先機関との連携 

・相談業務 

(2)定員管理と給与等 

の適正水準の維持 

18 定員管理の適正化   ○定員管理適正化計画の更新 

19 適正な職員給与体系の維持  ○社会情勢を考慮した給与体系の維持 

(3)職員の意識改革と

人材育成 

20 
人事考課制度の適切な運用と 

充実 
 

○職員の資質の向上につながるよう人

事考課制度の適切な運用 

21 職員の意識改革と人材育成 ※ 
○五霞町人材育成基本方針に基づく人

材育成 

22 職員提案制度の効果的運用  ○職員提案制度の充実 
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実施項目 行政情報の積極的な発信及び町民等との意見交換会の開催 項目番号 １ 

主な取り組み 町で保有する情報を積極的に発信していく。 

 

目 的 行政情報を広く提供することで町民・事業所との情報の共有化を図る。 

内 容 

【主な内容】 

○行政の積極的な情報提供を行うためのガイドラインの作成 

○町民や各種団体等との意見交換会の開催 

○職員による行政情報の提供（出前講座の開催） 

年度目標 

H22 H23 H24 H25 

 

   

期待される効果 町民・事業所・行政が情報の共有化を図ることで協働のまちづくりが推進される。 

担  当  課 ◎企画財政課・総務課 

 

 

 

実施項目 協働の促進に向けた環境整備 項目番号 ２ 

主な取り組み 五霞町における協働の可能性を調査・分析し、協働に向けた庁内の体制づくりを行う。 

 

目 的 
町で実施している行政サービスにおいて地域や活動団体との協働の可能性を調査し、協

働の実施に向けた庁内体制を構築する。 

内 容 

【主な内容】 

○各種行政サービスにおける協働の可能性を調査・分析 

○庁内における協働体制の構築 

年度目標 

H22 H23 H24 H25 

 

   

期待される効果 協働に対する新たな可能性が見出せる。 

担  当  課 ◎企画財政課・総務課 

 

１）協働の体制づくり 

基本方針  １．町民・事業所・行政による協働の推進 

ガイドラインの作成 

ガイドラインに基づく運用 

意見交換会の開催及び出前講座の開催 

協働の調査・分析 
協働の庁内体制構築 

段階的な運用 
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実施項目 町民の行政への参画機会の提供 項目番号 ３ 

主な取り組み 町民と行政が対等な立場で話し合うことのできる場を構築する。 

 

目 的 
町民と行政が対等な立場で話し合う機会を提供し、住民の意見を各種行政施策へ反映さ

せることで、さらなる協働体制を構築する。 

内 容 

【主な内容】 

○審議会等各種委員会への公募委員枠導入の検討 

○パブリックコメント制度の構築 

年度目標 

H22 H23 H24 H25 

 
   

期待される効果 住民の町政への参画拡大が期待される。 

担  当  課 ◎企画財政課・総務課 

 

 

 

 

 

 

実施項目 まちづくりを行う団体等への支援（１） 項目番号 ４－１ 

主な取り組み ①五霞町にあった住民自治や行政区のあり方を模索する。 

 

目 的 
協働によるまちづくりを推進するため、五霞町の住民自治の根幹でもある行政区制度の

あり方を模索し、五霞町にあった地域のあり方を検討する。 

内 容 

【主な内容】 

○住民自治についての調査研究 

○行政区制度のあり方の検討 

年度目標 

H22 H23 H24 H25 

 

   

期待される効果 町民のまちづくりに対する積極的な参加の推進が期待される。 

担  当  課 ◎総務課・企画財政課 

 

 

 

 

２）協働への参加の推進 

住民自治についての調査研究 

公募委員枠の検討及びパブコメの制度化 
段階的運用 

行政区制度の検討及び住民との協議 

段階的運用 
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実施項目 まちづくりを行う団体等への支援（２） 項目番号 ４－２ 

主な取り組み ②NPO 法人・ボランティア団体等への支援方法を研究する。 

 

目 的 
NPO 法人・ボランティア団体等との連携や各種団体の育成支援を行うことにより、町民

と行政又は町民相互の協働体制の確立を目指す。 

内 容 

【主な内容】 

○NPO・ボランティア団体等の育成支援（相談、助言） 

○新たにまちづくりに関する取り組みを行う任意団体に対する財政支援制度の確立 

○町補助金交付団体の自主活動の促進（自立支援） 

年度目標 

H22 H23 H24 H25 

 
   

期待される効果 まちづくりに関する住民意識の向上と協働の推進が期待される。 

担  当  課 ◎企画財政課・総務課 

 

 

 

 

実施項目 まちづくりを行う団体等への支援（３） 項目番号 ４－３ 

主な取り組み コミュニティ活動の拠点整備 

 

目 的 
公共施設内へコミュニティサロン等を設置し、まちづくりを行う団体等の積極的な活動

を促すことを目指す。 

内 容 

【主な内容】 

○町民やまちづくりを行う団体等が手軽に利用できるコミュニティサロン等を公共施設内

に設置。 

年度目標 

H22 H23 H24 H25 

 
   

期待される効果 地域住民の交流促進及びコミュニティ活動の振興が図られる。 

担  当  課 ◎教育委員会・企画財政課 

 

 

 

  

財政支援制度の調査研究 

財政支援制度の運用 

補助金交付団体の自立支援 

設置の検討及び準備（規程・施設） 
住民への周知 

実施・運用 
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実施項目 財政運営の健全化（１） 項目番号 ５－１ 

主な取り組み 中・長期の財政計画の策定 

 

目 的 
限られた財源を有効活用するため財政計画を策定し、将来的に持続可能な財政運営を目

指す。 

内 容 

【主な内容】 

○健全化判断比率や公会計により作成された財務書類の分析 

○５ヶ年の財政見通しの策定 

年度目標 

H22 H23 H24 H25 

財務書類の分析 

5 カ年財政見通し作成 

   

期待される効果 計画的な財政運営が期待される。 

担  当  課 企画財政課 

 

 

 

実施項目 財政運営の健全化（２） 項目番号 ５－２ 

主な取り組み 公債費負担適正化計画の進行管理 

 

目的・成果 
実質公債費比率の低減を目指し策定した「公債費負担適正化計画」の進行管理を行い、

将来的に持続可能な財政基盤の確立を目指す。 

内 容 

【主な内容】 

○普通会計の事業に係る起債発行額の抑制 

○計画的な繰上償還や高利率負担から低利率への借換の実施 

○予算編成に伴う枠配分方式の徹底 

年度目標 

H22 H23 H24 H25 

起債発行抑制 

繰上償還・借換 

予算の枠配分 

 

 

 

 

 

 

期待される効果 公債費負担比率を軽減させ安定的な財政基盤の確立が期待される。 

担  当  課 企画財政課 

 

基本方針  ２．健全な財政運営の推進 

１）計画的な財政運営 
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実施項目 財政運営の健全化（３） 項目番号 ５－３ 

主な取り組み 公会計制度改革の推進 

 

目的・成果 
町の財務状況を明確にすることで住民に対する説明責任を果たすとともに、今後の財政

運営や事務事業の見直しなど行政運営に役立たせる。 

内 容 

【主な内容】 

○財務書類の作成と分析 

○公会計電算システム導入 

○財務状況の住民への分かりやすい公表 

○財務書類等の理解と活用に向けた職員研修等の実施 

年度目標 

H22 H23 H24 H25 

財務書類の分析 

財務状況公表 

システム研究・職員研修 

 

 

 

  

期待される効果 
 資産の適正な把握と一元管理が可能となる。また、財務分析により効率的・効果的な行

財政改革や行政運営への活用が期待される。 

担  当  課 企画財政課 

 

 

実施項目 財政運営の健全化（４）（公営企業・特別会計） 項目番号 ６－１ 

主な取り組み （１）公営企業会計（水道事業）の経営健全化 

 

目的・成果 
経営健全化計画に基づく取り組みを確実に実施することで、一般会計からの繰出しを抑

制する。 

内 容 

【主な内容】 

○経営健全化計画に基づく中期経営計画の進行管理 

○包括的業務委託の検証 

○施設の定期修繕計画を策定し、長寿命化を図る 

○使用料金の見直し検討と歳入の確保 

年度目標 

H22 H23 H24 H25 

健全化計画進行管理 

 

包括的業務委託の検証 

 

 

定期修繕計画の作成 

料金見直しの検討 

 

 

 

 

期待される効果 
公営企業の独立採算制の強化と水の安定供給及び一般会計からの繰出金の抑制が期待され

る。 

担  当  課 上下水道課 
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実施項目 財政運営の健全化（４） 項目番号 ６－２ 

主な取り組み （２）特別会計（下水道事業）の経営健全化 

 

目的・成果 
経営健全化計画に基づく取り組みを確実に実施することで、下水道事業経営の安定と一

般会計からの繰出しを抑制することを目指す。 

内 容 

【主な内容】 

○経営健全化計画に基づく中期経営計画の進行管理 

○包括的業務委託の検証 

○公共下水道及び農業集落排水施設の修繕計画を策定し、施設の長寿命化を図る 

○下水道未接続世帯への接続推進及び使用料金の見直し検討による歳入の確保 

年度目標 

H22 H23 H24 H25 

健全化計画進行管理 

 

 

接続推進 

 

包括的業務委託の検証 

 

 

 

修繕計画の作成 

料金見直しの検討 

 

 

 

 

期待される効果 下水道事業経営の安定化と一般会計からの繰出金の抑制が期待される。 

担  当  課 上下水道課 

 

 

 

実施項目 財政運営の健全化（４） 項目番号 ６－３ 

主な取り組み （３）特別会計（国保・介護事業等）への繰出金の抑制 

 

目的・成果 
保健事業の推進による保険給付費の抑制を図り、一般会計からの繰出金を抑制する。ま

た、経常経費の削減と財政の健全化を目指す。 

内 容 

【主な内容】 

○保健事業（予防事業）の推進による保険給付費の抑制 

○税・保険料の見直しと収納率の向上 

○事務事業の見直しと事業計画の策定 

年度目標 

H22 H23 H24 H25 

保健事業推進 

 

 

税・保険料の見直し 

事業計画策定 

 

  

期待される効果 各事業経営の安定化と一般会計からの繰出金の抑制が期待される。 

担  当  課 ◎町民税務課・健康福祉課 
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実施項目 行政評価の推進 項目番号 ７ 

主な取り組み 事務事業評価の実施 

 

目的・成果 
事務事業評価結果を総合計画の進行管理や次年度の予算編成に反映させることにより効

率的・効果的な行政運営を目指す。 

内 容 

【主な内容】 

○行政評価システム（電算化）の導入 

○予算編成作業への反映 

年度目標 

H22 H23 H24 H25 

行政評価システム導入 

予算編成反映 

 

 

 

行政評価システム運用  

期待される効果 効果的・効率的な事務事業の執行が期待される。 

担  当  課 企画財政課 

 

 

 

 

実施項目 事務の効率化とコスト削減 項目番号 ８ 

主な取り組み 事務事業の再編・整理・統廃合とコスト削減 

 

目的・成果 
事務事業の再編・整理・統廃合とコスト削減を行うことにより、限られた財源と人材を

有効活用し、新たな行政課題にも対応が可能となることを目指す。 

内 容 

【主な内容】 

○単独事業の効果の検証と見直し 

○物件費の削減 

○事務の合理化（電子化・事務手続きの簡素化・一元管理の推進） 

年度目標 

H22 H23 H24 H25 

事業効果の検証  

物件費の削減 

事務の合理化 

 

   

期待される効果 効率的・効果的な行政運営と経費の削減が期待される。 

担  当  課 ◎企画財政課・全課 

 

 

 

２）事務事業の総点検と見直し 
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実施項目 補助金等の整理・合理化 項目番号 ９ 

主な取り組み 町から各種団体等へ交付する補助金・負担金の見直し 

 

目的・成果 
町補助金交付基準に基づき事業内容を精査することにより、補助金のより効果的な活用

が図られるとともに経費の削減を目指す。 

内 容 

【主な内容】 

○補助金検討委員会による補助金・負担金の検証 

○公募制補助金・新規補助金の検討・導入 

○サンセットルール（時限補助）と団体の自主運営の促進 

年度目標 

H22 H23 H24 H25 

補助金等検証 

公募制検討 

自主運営促進 

 

 

 

 

 

公募制導入 

 

  

期待される効果 補助金の効果的な運用と補助内容の公平性・透明性の向上が期待される。 

担  当  課 企画財政課 

 

 

 

実施項目 公共工事・業務委託等のコストの縮減 項目番号 １０ 

主な取り組み 入札制度・随意契約の見直し及び公共物の品質の確保 

 

目的・成果 
公共工事等の入札や契約に関する状況の把握と内容の精査を行いコストの削減を図ると

ともに、監督・検査体制の充実に努め品質の確保を目指す。 

内 容 

【主な内容】 

○(仮）入札制度検討委員会を設置し従来の入札制度の見直しを行う(一般・電子) 

○入札による契約や随意契約の内容を精査し、透明性、競争性を確保する 

○公共物の品質の確保（設計・施工管理と検査体制の充実）に関する事務処理体制の改善

等 

年度目標 

H22 H23 H24 H25 

 

契約内容の精査 

事務処理体制改善 

委員会設置・検討 

 

 

 

一般競争入札導入 

 

 

期待される効果 入札・契約に関する透明性の向上とコスト削減及び公共物の品質確保が期待される。 

担  当  課 ◎企画財政課・建設環境課・上下水道課 
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実施項目 公共施設の管理の見直し 項目番号 １１ 

主な取り組み 施設のあり方の検討と施設管理コストの節減 

 

目的・成果 
 住民の利便性と質の高いサービスの提供を行えるよう、再度、施設のあり方を見直すと

ともに管理経費の節減と長寿命化を目指す。 

内 容 

【主な内容】 

○各施設の修繕計画の策定 

○業務委託等管理体制の精査・見直しとエコ対策を勘案した管理経費（光熱水費等）の削

減 

○施設のあり方（設置目的・管理主体）や利用率向上の方策の検討 

○各施設のバリアフリー化の検討 

年度目標 

H22 H23 H24 H25 

修繕個所の洗出し 

管理経費削減(エコ対策) 

管理主体・利用率検討 

バリアフリー化検討 

修繕計画策定 

 

 

 

計画的修繕実施 

 

 

バリアフリー化（順次） 

 

 

 

 

 

期待される効果 
公共施設におけるサービスの向上による利用率の向上と施設の長寿命化及び管理コストの

節減が期待される。 

担  当  課 ◎企画財政課・施設管理担当課（総務課・健康福祉課・教育委員会・上下水道課） 

 

 

 

 

 

実施項目 受益と負担の適正化 項目番号 １２ 

主な取り組み 受益者負担金・手数料等の見直し 

 

目的・成果 
行政サービスの公平性の確保と利用者負担の原則により、使用料・手数料等の見直しを

図り、公平な負担と歳入の確保を目指します。 

内 容 

【主な内容】 

○施設ごとの利用料及び保育料・学校給食等の受益者負担の算定と料金設定の検討 

○減免基準の見直しと無料化施設の見直し 

○手数料は国等の基準や近隣市町の動向を見極め見直しの検討 

年度目標 

H22 H23 H24 H25 

受益者負担検討 

 

 

減免基準の検討と見直 

 

  

期待される効果 公平な受益者負担と歳入の確保が期待される。 

担  当  課 ◎企画財政課・総務課・町民税務課・健康福祉課・教育委員会 

３）自主財源の確保 
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実施項目 公有財産の適正管理 項目番号 １３ 

主な取り組み 公有財産の適正管理の推進と未利用公有財産の貸付・売却の推進 

 

目的・成果 
 公有財産の維持管理経費の削減と未利用公有財産の有効活用（貸付・売却）を推進し、

管理コストの削減と歳入の確保を目指す。 

内 容 

【主な内容】 

○公用車の削減と管理経費の節減 

○未利用町有地の売却・貸付の促進 

○借地料の見直し 

○町基金の運用益（利子収入）の確保 

年度目標 

H22 H23 H24 H25 

公用車適正管理 

町有地売却・貸付 

貸借金額の検討見直し 

基金の有効運用 

 

   

期待される効果 公有財産の管理コストの削減と歳入の確保が期待される。 

担  当  課 ◎企画財政課・会計課 

 

 

実施項目 町税・使用料金等の確保 項目番号 １４ 

主な取り組み 町税・使用料金等収納体制の強化 

 

目的・成果 税等の負担の公平性を確保し、住民の納税等意識の高揚と自主財源の確保を目指す。 

内 容 

町財源の確保 

【主な内容】 

○収納体制の強化を図り収納率の向上を図る 

○収納環境の整備検討 

○課税客体の積極的な調査の実施 

○滞納者に対する給付金や補助金など行政サービスの制限の検討 

年度目標 

H22 H23 H24 H25 

収納体制の整備強化 

課税客体調査 

行政サービス制限の検討・

実施(継続) 

 

 

 

 

 

 

サービス制限の検討(新規) 

 

 

期待される効果 税等の負担の公平性の確保と収納率向上による歳入の確保が期待される。 

担  当  課 ◎町民税務課・健康福祉課・上下水道課・教育委員会 
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実施項目 広告収入の向上 項目番号 １５ 

主な取り組み 有料広告掲載の推進 

 

目的・成果 自主財源の確保に向け、有料広告掲載を継続的に行う。 

内 容 

現在実施している広報紙への有料広告掲載に加え、新たな媒体の検討・実施する。 

【主な内容】 

○広報紙、ホームページへの有料広告の掲載を引き続き行う 

○新たな媒体の検討・導入 

年度目標 

H22 H23 H24 H25 

有料広告掲載 

 

 

媒体の検討・導入 

  

期待される効果 歳入の確保が期待される。 

担  当  課 ◎企画財政課・総務課 

 

 

 

 

 

実施項目 指定管理者制度等民間活力の積極的な活用 項目番号 １６ 

主な取り組み 指定管理者制度の導入及びアウトソーシングの活用拡大 

 

目的・成果 
既存の公共施設への指定管理者制度の導入拡大を図り、町民の利便性の向上や管理運営

コスト節減を目指します。 

内 容 

【主な内容】 

○町有施設への指定管理者制度の導入拡大 

○指定管理者制度導入施設の更新時における効果の検証 

○アウトソーシングの積極的な活用（指針の策定） 

年度目標 

H22 H23 H24 H25 

新規指定管理者設置施

設等の検討 

 

アウトソーシング検討 

 

 

 

 

 

 

 

更新時の検証 

 

 

期待される効果 民間事業者の公共サービスへの参入機会の確保と歳出の抑制が期待される。 

担  当  課 ◎企画財政課・総務課・健康福祉課・教育委員会・産業課 

 

 

４）民間活力の効果的活用 
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実施項目 機能的・効果的な組織体制の確立（１） 項目番号 １７－１ 

主な取り組み ①組織再編成の検討と組織の横断的な対応の強化 

 

目的・成果 
多様化する住民からのニーズ等への迅速な対応、地域主権に伴う権限移譲へ円滑に対応

できる組織体制を構築し、住民サービスの向上を目指す。 

内 容 

【主な内容】 

○限られた人的資源を最大限活用し、権限移譲にも対応可能な組織体制の検討・導入 

○関係各課の連携強化を図るため（仮）政策等調整会議の実施体制の強化 

○町の基本方針及び重要施策の策定機関としての庁議の有効活用 

年度目標 

H22 H23 H24 H25 

     

期待される効果 住民サービスの向上と効率的な組織運営が期待される。 

担  当  課 ◎企画財政課・総務課 

 

 

 

 

 

実施項目 機能的・効果的な組織体制の確立（２） 項目番号 １７－２ 

主な取り組み ②グループの再編統合、担当制への移行検討 

 

目的・成果 
 担当間の業務量の不均衡の解消、職員の幅広い知識の習得により住民からの問い合わせ

等に迅速な対応を目指す。 

内 容 

【主な内容】 

○グループの再編・統合など必要に応じた見直し 

○グループ制の充実 

○担当制導入の検討 

年度目標 

H22 H23 H24 H25 

    

期待される効果 住民サービスの向上と職員資質の向上が期待される。 

担  当  課 ◎企画財政課・総務課 

１）機能的・効率的な組織体制 

庁議、政策調整会議の充実及び連携 

スキームの確立 

組織体制の問題点の精査及び検証 組織再編 

継続実施 

グループの検証 グループ再編 

担当制の検討 庁内周知 担当制導入 

基本方針  ３．地域主権に対応できる組織運営 
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実施項目 機能的・効果的な組織体制の確立（３） 項目番号 １７－３ 

主な取り組み ③ワンストップサービスの充実（出先機関との連携） 

 

目的・成果 
本庁舎及び出先庁舎（上下水道課，保健センター，教育委員会等）との移動を無くすこ

とで住民の諸手続での負担の軽減を図り、住民への利便性の向上を目指す。 

内 容 

 出先庁舎（上下水道課，保健センター，教育委員会等）で行われている業務のうち軽微

な申請や届出，受付及び公共施設の予約等を本庁舎でも可能となる事務処理を検証し組織

体制の整備を図る。 

【主な内容】 

○上下水道の開始、休止、廃止などの受付業務 

○各種検診等の予約受付 

○公民館、海洋センター等の施設予約 

年度目標 

H22 H23 H24 H25 

 
   

期待される効果 住民サービスの向上が期待される。 

担  当  課 ◎企画財政課・総務課・町民税務課・健康福祉課・教育委員会・上下水道課 

 

 

実施項目 機能的・効果的な組織体制の確立（４） 項目番号 １７－４ 

主な取り組み ④ワンストップサービスの充実（相談業務） 

 

目的・成果 
多様化する住民からの相談業務に対し，住民の生活福祉の向上と利便性を図り，相談者

の各種相談に関する負担の軽減を図る。 

内 容 

 健康福祉課，町民税務課等で行われる住民からの各種相談に対し，関係する各課間の連

携を図り，その場で解決できるよう体制の整備を図る。 

【主な内容】 

○各種相談内容の検証 

○関係各課の連携 

○相談業務実施マニュアルの作成 

年度目標 

H22 H23 H24 H25 

 
   

期待される効果 住民サービスの向上が期待される。 

担  当  課 ◎企画財政課・総務課・町民税務課・健康福祉課・教育委員会・上下水道課 

 

 

 

 

対象業務の検証 
導入 体制の検討・業務のﾏﾆｭｱﾙ化 

対象業務の検証 
導入 体制の検討・業務のﾏﾆｭｱﾙ化 



- 27 - 

 

 

 

 

実施項目 定員管理の適正化 項目番号 １８ 

主な取り組み 定員適正化計画の更新 

 

目的・成果 
地域主権に伴う権限移譲や多様な住民ニーズに対応できるよう定員適正化計画の更新を

行い計画的な職員採用を実施する。 

内 容 

【主な内容】 

○事務事業評価による事務の効率化や指定管理者制度，アウトソーシングの活用による職

員数の検証，縮減 

○臨時，非常勤職員等，多様な雇用形態の有効活用の実施 

○職員の年齢構成の平準化を考慮した新規採用の実施 

年度目標 

H22 H23 H24 H25 

    

数値目標 98 名   95 名 

期待される効果 適正な職員定員管理による職員の配置が期待される。 

担  当  課 総務課 

 

 

実施項目 適正な職員給与体系の維持 項目番号 １９ 

主な取り組み 社会情勢を考慮した職員給与体系の維持 

 

目的・成果 
国の公務員制度改革の動向を踏まえ，人事院勧告等に基づいた職員給与体系を維持し、

人事考課制度の効果的運用を目指す。 

内 容 

【主な内容】 

○人事院勧告、県人事委員会及び近隣市町の動向を踏まえた給与体系の維持 

○特殊勤務手当等諸手当の検証，見直し 

○給与等に関する情報の公開の継続 

年度目標 

H22 H23 H24 H25 

    

期待される効果 適正な給与体系の維持と職員給与に関する住民への説明責任の確保が期待される。 

担  当  課 総務課 

 

 

２）定員管理と給与等の適正水準の維持 

定員適正化計画策定 

計画的な職員採用の実施 

アウトソーシング等の検討 実施 

人事院勧告等に基づく給与改定の実施及び給与情報の公表の継続 

諸手当の見直し 実施 継続 
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実施項目 人事考課制度の適切な運用と充実 項目番号 ２０ 

主な取り組み 職員の資質の向上につながるよう人事考課制度の適切な運用 

 

目的・成果 
 人事考課制度を充実させ、職員の意欲と能力を引き出し組織全体のレベルアップを行い、

住民サービスの向上を目指す。 

内 容 

【主な内容】 

○人事考課制度に基づく人事登用・給与への反映 

○適材適所への職員配置を行うための職員人事に対する管理職ヒアリングや配置先希望調

査の充実 

○担当職員の不在時の対応の迅速化や事務引き継ぎの円滑化を図るため、事務処理マニュ

アルの策定 

年度目標 

H22 H23 H24 H25 

    

期待される効果  職員の職務に対する意識の高揚と資質の向上が図られる。 

担  当  課 総務課 

 

実施項目 職員の意識改革と人材育成 項目番号 ２１ 

主な取り組み 人材育成基本方針に基づく人材育成 

 

目的・成果 
時代や行政環境の変化に対応できる能力と意欲のある職員を育成・支援し、その力を引

き出すことにより、住民サービスの向上を目指す。 

内 容 

【主な内容】 

○職責に応じた知識の習得及び各種行政課題への対応などを目的とし，自治研修所等への

派遣を継続するとともに，庁内研修の充実を図る。 

○職務及び行政課題等の調査・研究を行う職員の自主グループに対する支援を行う。（会議

場所や事務用品の提供など） 

○職員が行政運営や住民サービスの向上につながる資格等を自ら取得する際には支援を行

う。 

年度目標 

H22 H23 H24 H25 

 
   

期待される効果 職員資質の向上による住民サービスの向上が期待される。 

担  当  課 総務課 

３）職員の意識改革と人材育成 

人事考課制度の進行管理（継続、充実） 

マニュアル作成の検証 実施 継続 

派遣研修等の実施・継続 
自己啓発・自主研究グループへの支援 

人材育成基本方針の進行管理・継続・充実 
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実施項目 職員提案制度の効果的運用 項目番号 ２２ 

主な取り組み 職員提案制度の充実 

 

目 的 
既存の職員提案制度の検証を行い，提案内容の充実を図り，職員のチャレンジ意欲や政策

形成能力の向上に努め更なる活性化を目指す。 

内 容 

【主な内容】 

○職員提案規程の見直し 

○幅広い職員層により構成する検討委員会の設置 

○各グル―プ提案の実施や個人提案の充実 

年度目標 

H22 H23 H24 H25 

 
   

期待される効果 職員の意識改革と職場環境の改善向上が期待される。 

担  当  課 企画財政課・総務課 

 

 

 

 

提案規程の検証・見直し 
新提案規程の周知・実施 


